
（参考）年間保険料額

  

単身世帯（収入は年金のみ）の場合

１５３万円 １６８万円 １９８万５千円 ２２４万円 ３００万円

４３万円 ５８万円 ８８万５千円 １１４万円 １９０万円

１５３万円 １６８万円 １９８万５千円 ２２４万円 ３００万円

４３万円 ５８万円 ８８万５千円 １１４万円 １９０万円

年　額 １，４４０円 １，４４０円 ４，５６５円 ７，３０５円 ９，１３２円

（1月当たり） １２０円 １２０円 ３８０円 ６０９円 ７６１円

（※１）特例措置により、医療分についての軽減割合は７．２割軽減となります。
（※２）子ども分の料率及び算出保険料額は令和８年度の数値です。

７割軽減 ５割軽減 ２割軽減

１７，１５１円 ３４，７７６円 ８２，０４８円

０円 １５万円 ４５万５千円 ７１万円 １４７万円

令和６・７年度

１７，１５１円 １７，１５１円 ２８，５８６円 ４５，７３７円 ５７，１７２円

０円 １５万円 ４５万５千円 ７１万円 １４７万円

１２９，１６２円 ２２９，８９７円

令和８・９年度

１８，１８０円 ３２，４６５円 ５１，９４４円 ６４，９３１円
均等割額　②

７割軽減（※１） ５割軽減 ２割軽減
の軽減割合

３６，２１６円 ８６，６１３円 １３６，４６７円 ２３９，０２９円
①＋②＋③＋④
保険料総額（円）

１８，５９１円

総所得金額等

年金収入額

所得額

基礎控除後の

　　　　　　①＋②
保険料総額（円）
均等割額　②

被保険者均等割額

１７，２６５円所得割額　① ０円

　被保険者均等割額＝５７，１７２円　　所得割率＝１１．７５％

医療分

所得額

被保険者均等割額
総所得金額等

軽減後の被保険者

の軽減割合

所得割額　③

６８６円４１１円

１６９，１９７円８１，７２１円５２，３７０円

均等割額　④
１，３７３円１，０９８円

軽減後の被保険者

　（医療分）被保険者均等割額＝６４，９３１円　　所得割率＝１１．５１％
（子ども分）被保険者均等割額＝１，３７３円　　所得割率＝０．２４％

１８，１８０円

基礎控除後の

４１１円

３，５２８円１，７０４円１，０９２円３６０円０円
子ども分
（※２）

年金収入額

軽減後の被保険者

増加額

１７２，７２５円８３，４２５円５３，４６２円１７，６２５円０円所得割額　①

公的年金等控除額
(110万円)

基礎控除額
(43万円)

公的年金等控除額
(110万円)

基礎控除額
(43万円)



 後期高齢者夫婦二人世帯（収入は年金のみ）の場合

●妻の年金収入額８３万円は、基礎年金額を例としています。

夫 １５３万円 １６８万円 ２２９万円 ２８０万円 ３００万円

妻 ８３万円 ８３万円 ８３万円 ８３万円 ８３万円

夫 ４３万円 ５８万円 １１９万円 １７０万円 １９０万円

妻 ０円 ０円 ０円 ０円 ０円

夫 ０円 １５万円 ７６万円 １２７万円 １４７万円

妻 ０円 ０円 ０円 ０円 ０円

５割軽減 ２割軽減

夫 ０円 １７，６２５円 ８９，３００円 １４９，２２５円 １７２，７２５円

妻 ０円 ０円 ０円 ０円 ０円

夫 １７，１５１円 １７，１５１円 ２８，５８６円 ４５，７３７円 ５７，１７２円

妻 １７，１５１円 １７，１５１円 ２８，５８６円 ４５，７３７円 ５７，１７２円

夫 １７，１５１円 ３４，７７６円 １１７，８８６円 １９４，９６２円 ２２９，８９７円

妻 １７，１５１円 １７，１５１円 ２８，５８６円 ４５，７３７円 ５７，１７２円

合計 ３４，３０２円 ５１，９２７円 １４６，４７２円 ２４０，６９９円 ２８７，０６９円

●妻の年金収入額８３万円は、基礎年金額を例としています。

夫 １５３万円 １６８万円 ２２９万円 ２８０万円 ３００万円

妻 ８３万円 ８３万円 ８３万円 ８３万円 ８３万円

夫 ４３万円 ５８万円 １１９万円 １７０万円 １９０万円

妻 ０円 ０円 ０円 ０円 ０円

夫 ０円 １５万円 ７６万円 １２７万円 １４７万円

妻 ０円 ０円 ０円 ０円 ０円

５割軽減 ２割軽減

夫 ０円 １７，２６５円 ８７，４７６円 １４６，１７７円 １６９，１９７円

妻 ０円 ０円 ０円 ０円 ０円

夫 １８，１８０円 １８，１８０円 ３２，４６５円 ５１，９４４円 ６４，９３１円

妻 １８，１８０円 １８，１８０円 ３２，４６５円 ５１，９４４円 ６４，９３１円

夫 ０円 ３６０円 １，８２４円 ３，０４８円 ３，５２８円

妻 ０円 ０円 ０円 ０円 ０円

夫 ４１１円 ４１１円 ６８６円 １，０９８円 １，３７３円

妻 ４１１円 ４１１円 ６８６円 １，０９８円 １，３７３円

夫 １８，５９１円 ３６，２１６円 １２２，４５１円 ２０２，２６７円 ２３９，０２９円

妻 １８，５９１円 １８，５９１円 ３３，１５１円 ５３，０４２円 ６６，３０４円

合計 ３７，１８２円 ５４，８０７円 １５５，６０２円 ２５５，３０９円 ３０５，３３３円

２，８８０円 ２，８８０円 ９，１３０円 １４，６１０円 １８，２６４円

(２４０円) (２４０円) (７６１円) (１，２１８円) (１，５２２円)

（※１）特例措置により、医療分についての軽減割合は７．２割軽減となります。
（※２）子ども分の料率及び算出保険料額は令和８年度の数値です。

令和６・７年度

令和８・９年度

　被保険者均等割額＝５７，１７２円　　所得割率＝１１．７５％

７割軽減

均等割額　②
軽減後の被保険者

所得割額　①

年金収入額

所得額

保険料総額（円）
　　　　　　①＋②

年金収入額

　（医療分）被保険者均等割額＝６４，９３１円　　所得割率＝１１．５１％
（子ども分）被保険者均等割額＝１，３７３円　　所得割率＝０．２４％

基礎控除後の

被保険者均等割額の軽減割合

基礎控除後の
総所得金額等

所得額

（1月当たり）

医療分

被保険者均等割額の軽減割合

総所得金額等

保険料総額（円）
　　　　　　①＋②＋③＋④

増加額
年　額

７割軽減(※1)

子ども分
（※２） 軽減後の被保険者

均等割額　④

均等割額　②

軽減後の被保険者

所得割額　①

所得割額　③

公的年金等控除額
(110万円)

基礎控除額
(43万円)

公的年金等控除額
(110万円)

基礎控除額
(43万円)


